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一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

（
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
に
よ
る
保
健
事
業
及

び
福
祉
事
業
の
実
施
）

第
四
条
の
二

政
府
は
、
第
百
五
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
業
（
政
府
が
管

掌
す
る
健
康
保
険
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
独

立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
年
金
福
祉
施
設
等
に
該
当
す
る
も
の
の
運
営

又
は
管
理
を
、
当
該
施
設
が
同
法
第
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
さ
れ

、
又
は
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設

整
理
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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二

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

（
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
に
よ
る
福
祉
施
設
の

運
営
又
は
管
理
）

第
二
十
九
条
の
二

政
府
は
、
第
七
十
九
条
の
施
設
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
年

金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
年
金
福
祉
施
設
等
に
該
当
す
る
も
の
の
運
営
又
は
管
理
を
、

当
該
施
設
が
同
法
第
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
、
又
は
廃
止
さ

れ
る
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
に
行

わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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三

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

（
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
に
よ
る
福
祉
施
設
の

運
営
又
は
管
理
）

第
九
条
の
五

政
府
は
、
第
七
十
四
条
の
施
設
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
年
金
・

健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

号
）
第
三
条

に
規
定
す
る
年
金
福
祉
施
設
等
に
該
当
す
る
も
の
の
運
営
又
は
管
理
を
、
当
該

施
設
が
同
法
第
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
、
又
は
廃
止
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
に
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。


